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「とまれ」の場所では必ず一時停止

車・自転車は左側通行

けがのある交通事故の多くが
交差点で起きています。
「とまれ」がある場所では、

必ず止まり、交差点の左右を
よく確認しましょう。

車も自転車も車両です。
道路の左側を走行しましょう。

右側通行は、重大な事故につ
ながります。

誤って右側通行しないように注
意しながら運転しましょう。

横断歩道は歩行者優先
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横断歩道は、歩行者優先です。
横断しようとしている歩行者が
いる時は、必ず止まります。
横断歩道に接近する場合は、
歩行者がいないか、必ず確認
しましょう。



信号をよく確認しましょう

飲酒しての運転は禁止です。
運転しなくても、
・飲酒運転の車に同乗
・飲酒者に車を提供
・運転者に酒類を提供
も禁止されています。

車も自転車も飲酒運転は禁止

従うべき信号機をよく確認し
ましょう。
赤色は、必ず停止します。

右折・左折時には、歩行者や
自転車に注意しましょう。

信号機 歩行者用信号機
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交通事故を起こしたら、必ず警察に届ける

交通事故を起こしたら、ケガ
が無くても、必ず警察（１１０
番）に届けましょう。


